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企画・運営者 募集中








【応募方法】


　裏面の企画書に必要事項をご記入の上、郵送又はＦＡＸでお申し込みください。





【締切日】　締切厳守（必着）


①事業費の一部助成を希望する場合は 平成24年５月31日（木） まで


②名義使用のみの場合は 平成24年７月６日（金） まで





【応募先】


　〒２３５－００１６　磯子区磯子三丁目５番１号　磯子区役所総合庁舎内


　磯子まつり振興委員会事務局　　電話：７５０－２３９２　ＦＡＸ：７５０－２５３４





検索





磯子まつり





�





www.isogo-fes.com





磯子まつりを


　





磯子区マスコットキャラクター


いそっぴ








�





磯子まつり応援イベント








盛り上げよう！


　








�








【注意】補助金交付要綱が変わりました！





※ 携帯電話やFAX、ｅメールをお持ちの場合は、必ずご記入ください。





�





＜イベントの運営等について＞





１　イベントの実施体制　承認されたイベントは、提案者の方に自ら実施していただきますので、企画から運営まで、全てご自身で執り行うことを前提にご応募ください。


２　補助金　事業費の一部助成を希望できるイベントは、磯子まつり月間のイベントに限られますので、ご注意ください。なお、補助金額は、当該イベントの名義使用が承認された後にご提出いただく申請書類に基づいて算出されます。


３　磯子まつり振興委員会との協力体制　承認されたイベントには、説明会などへの出席や広報物の掲出等、磯子まつり応援イベントとしての一体感を演出するための依頼をさせていただくことがありますので、ご協力くださいますようお願い致します。


４　広報よこはま（磯子区版）等への掲載　承認されたイベントについては、広報物（広報よこはま（磯子区版）、ホームページ、ポスター、パンフレット等）に掲載する場合がありますので、予めご了承ください。





＜イベントの募集について＞





１　応募対象者　磯子区民（区内在学・在勤を含む）、磯子区内に事務所及び活動場所を有する団体（ボランティアグループ、市民活動団体、NPO、商店街等）、区内企業など


２　募集する提案事業　区民や地域の交流と連帯意識を高める目的で特別に開催される事業を募集します。なお、次に該当するイベントは募集の対象外とさせていただきます。


(1) 宗教活動、政治活動、選挙活動


(2) 営利目的及び特定の個人や団体のみが利益を受ける事業


(3) 特定の会員相互の交流行事等の親睦的な事業（例：自治会町内会のお祭り等）


３　募集数


(1) 磯子まつり月間のイベント　9月15日（土）～11月11日（日）を“磯子まつり月間”とし、磯子まつりの盛り上がりを演出します。名義使用の定数はありませんが、事業費の一部補助を希望するものについては次の定数を募集します。定数を超える応募があった場合は、調整をする場合がありますので、予めご了承ください。


ア 　フェスタ 　部門　　　　･･･ 12程度


イ 　コンサート 部門　　　　･･･　８程度


ウ 　展　示　　 部門　　　　･･･　5程度


エ 　講演・講座 部門　　　　･･･　5程度


(2) 磯子まつり月間外のイベント　事業費の一部補助をする対象にはなりません。


４　募集締切　補助金の有無や当該イベントの開催時期により、次のとおりとさせていただきます。


(1) 事業費の一部助成を希望する場合は･･･平成24年５月31日（木）


(2) 事業費の一部助成を希望しない(名義使用のみ)場合は･･･平成24年７月６日（金）


５　選考方法　締切日までに企画書でお申し込みいただいたイベントについて、磯子まつり振興委員会において審査選考します。





磯子まつり応援イベント2012補助金交付要綱（抜粋）


第２条　補助対象は、磯子まつり振興委員会が定める磯子まつり月間（9月15日（土）から11月11日（日））の期間中に開催される磯子まつり応援イベントのうち、次に該当するもの（以下「補助対象イベント」という。）の実施団体とする。


（１） フェスタ 部門 　コンサート、展示、講演、講座、模擬店のうち、3つ以上の催し物が同時開催されるイベント


（２） コンサート 部門 　音楽会や演奏会など、舞台で行う催しを主としたイベント


（３） 展示 部門 　「磯子」をテーマとした展覧会や作品展など、展示することを主としたイベント


（４） 講演・講座 部門 　「磯子」をテーマとした講演会や体験講座などのイベント








　磯子まつり応援イベント補助金算定基準　＜別表＞　　　　　　　　　　　


磯子まつり応援イベント補助金交付要綱第４条（補助金額）に規定する補助金は、次に基づき算定する。


１　フェスタ 部門 　補助対象経費の２分の１の範囲内で100,000円を上限に交付


２　コンサート 部門 　補助対象経費の２分の１の範囲内で50,000円を上限に交付


３　展示 部門 　補助対象経費の２分の１の範囲内で30,000円を上限に交付


４　講演・講座 部門 　補助対象経費の２分の１の範囲内で30,000円を上限に交付


※　千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てる。




















磯子まつり応援イベント 名義使用要綱


（目　的）


第１条　この要綱は、磯子まつり振興委員会（以下「本会」という。）が、磯子まつり応援イベントの名義使用を認める場合に必要な事項を定める。 





（承認の基準） 


第２条　磯子まつり応援イベントの名義使用を認めるイベントは、区民・区内活動団体・区内企業などにより企画されたイベントのうち、本会が区民や地域の交流と連帯意識を高める目的で特別に開催されるものと認めたものとする。


２　次のイベントは、前項の名義使用を認めるイベントに該当しない。


（１） 宗教活動、政治活動、選挙活動


（２） 営利目的及び特定の個人や団体のみが利益を受ける事業


（３） 特定の会員相互の交流行事等の親睦的な事業


３　本会は、第１項の規定にかかわらず、過去に第７条（承認の取消し）に該当すると認められる事実がある者が開催するイベントについて、磯子まつり応援イベントの名義使用の承認を制限することができる。





（申　請） 


第３条　磯子まつり応援イベントの名義使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ「磯子まつり応援イベント企画書（以下、「企画書」といいます。）」に必要事項を記載し、本会に提出しなければならない。


２　本会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、申請者に対して、関係者間の調整などを求め、企画書を再提出させることができる。


（１） 提出された企画書の内容が、他の者が提出した企画書の内容と重複するとき


（２） 本会の予算の都合上、必要があるとき


（３） その他、本会が必要と認めるとき





（承　認）


第４条　本会は、企画書を受理したときは、その内容を審査し、名義使用の適否を決定する。決定内容は「磯子まつり応援イベントの名義使用について」（様式1）によって申請者に通知する。





（承認の期間） 


第５条　名義使用の承認期間は、承認の日から当該事業の終了の日までとする。ただし、事業の性質上やむを得ない理由があると本会が認める場合は、毎年度３月末日を超えない範囲で承認できるものとする。 





（計画変更等の届け出） 


第６条　承認を受けた者は、事業内容その他、当該承認に係る事項に変更（中止を含む）があったときは、直ちに書面をもって本会に届け出なければならない。ただし、本会が軽微な変更であると認める場合はこの限りではない。





（承認の取消し）


第７条　次の各号の一に該当するときは、名義使用の承認を取り消すことができる。


（１） 事業を中止したとき


（２） 事業の内容が、名義使用をすることが適さないものに変更されたとき


（３） 承認を受けた者がこの要綱に違反したとき


（４） 虚偽の申請を行ったとき


（５） その他、名義使用の継続が不適当であると本会が認めるとき





（事業終了の報告） 


第８条　承認を受けた者は、名義使用に係る事業が終了したときは、その結果について「事業報告書」（様式2）を必ず提出しなければならない。ただし、磯子まつり応援イベント補助金交付要綱に定める方法で事業報告書を提出した場合はこの限りではない。





（承認を受けた者の責務等）


第９条　承認を受けた者は、磯子まつり応援イベントの名義を使用する際、第三者に誤解を生じないよう適正に用いなければならない。


２　承認を受けた者は、本会が磯子まつり応援イベントの目的達成のために必要と判断した調整事項について、協力する努力をしなければならない。





（その他）


第１０条　本要綱に定めるもののほか、磯子まつり応援イベントの名義使用に関し必要な事項は本会が別に定める。





※前年パンフレット、ポスターなどの詳細資料があるときは添付してください。








磯子まつり応援イベント2012 企画書





年　　　　月　　　　日　


事業名称�
　�
�
開催日�
平成　　　年　　　月　　　日（　　）　　～　　平成　　　年　　　月　　　日（　　）�
�
開催場所�
�
�
申請前の





チェック





シート�
名義使用


について�
企画・運営者は磯子区民（区内在学・在勤を含む）、または磯子区内に事務所などを有する団体、区内企業などですか？


　　　□ はい　　　　　　　　　　　　□ いいえ


宗教活動、政治活動、選挙活動、営利目的、特定会員の交流行事等、募集対象外のイベントには該当しませんか？


　　　□ はい （該当しない）　　□ いいえ （該当する）


開催場所（予定を含む）は、磯子区内ですか？


※区外の活動については補助金対象外


※開催場所は、企画・運営者が確保してください。


　　　□ はい　　　　　　　　　　　　□ いいえ�
�
�
事業費の


一部助成


について�
事業費の一部補助を希望しますか？


　　　□ はい （希望する）　　□ いいえ （名義使用のみ）


�
�
�
�



【 ここから下は、事業費の一部補助を希望する場合のみ記入してください。 】





国や自治体、それに準ずる機関による補助金等を受けているイベントに該当しませんか？


　　　□ はい （該当しない）　　□ いいえ （該当する）


磯子まつり月間 （9月15日～11月11日） に開催するイベントですか？


　　　□ はい　　　　　　　　　　　　□ いいえ�
�
イベント





内容�
ジャンル


（マルで囲む）�
フェスタ　 ・  コンサート  ・  展示  ・  講演　講座�
�
�
�
�
�
名　称�
�
代表者�
�
�
�
連絡先�
【担当者名】


【住所】


【電話】


【ＦＡＸ】　　　　　　　　　　　　　【eメール】�
�









